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資料２



第６期対策の実施にあたっての適切な対象農用地の認定及び実施状況の確認の徹底ついて①

○ 中山間直払制度において、交付対象とする「農地」とは、耕作の目的に供される土地(農地法（昭和 27 年法律第 229 号）第

２条第１項)としている（実施要領の運用 第１の１）。

○ 一方、令和６年度の会計実地検査において、宅地、駐車場等に転用されている土地を交付対象としていた事例が見受けら

れ交付金実施要領違反だと指摘を受けている。

○ ついては、要領や要領の運用等に基づき対象農用地を適切に判断し、認定いただくよう徹底いただきたい。

・実施要領（平成 12年４月１日付け 12構改Ｂ第 38号農林水産事務次官依命通知）（抄）

第２ 交付金の基本的考え方
１ 基本的考え方
(1) 生産条件が不利な地域の一団の農用地（農地又は採草放牧地をいう。以下同じ。）において、荒廃農地の発生を防止し、
水源涵養、洪水防止、土砂崩壊防止等の多面的機能を継続的、効果的に発揮するという観点から、既存施策との整合性を
図りつつ、対象地域、対象者、対象行為等を定める。

・実施要領の運用（平成 12年４月１日付け 12構改Ｂ第 74号農林水産省構造改善局長通知）（抄）

第１ 農用地等の定義
１ 中山間地域等直接支払交付金実施要領（以下「実施要領」という。）第２の１の(1)の「農地」とは、耕作の目的に供

される土地をいい(農地法（昭和 27 年法律第 229 号、以下「農地法」という。）第２条第１項)、農地を以下に掲げる
田、畑、草地に区分する。

・農業用施設や施設園芸用地等の取扱いについては、以下のとおり。

農業用施設：耕作の事業に必要不可欠な２アール未満の農業用施設を設置するなど、農地転用の許可を要しないものであって
も、農地法上の「農地」にはあたらないため、転用部分の面積は対象面積から除外する必要がある。

施設園芸用地等：農作物の栽培のために農地に設置した通路等が農地法上の農地として取り扱えるか判断に迷う場合は、「施
設園芸用地等の取扱いについて（回答）」（平成14年４月１日付け13経営第6953号農林水産省経営局構造改善
課長通知）を参照し、農業委員会に確認を行う。

① 交付対象農地の定義等（要領等における記載）
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② 転用された農地の例（会検指摘）

宅地、駐車場、資材置場、畜舎、倉庫、道路、太陽光パネル等に転用されている土地



第６期対策の実施にあたっての適切な対象農用地の認定及び実施状況の確認の徹底ついて②

○ 中山間直払制度において、交付対象とする「維持管理農用地」とは、作物の栽培が可能な状態（具体的には畦畔の維持、法面管理（草刈り、崩

壊防止）がなされるとともに、地力向上のための取組みとして耕起、緑肥作物の栽培、堆肥の散布等がなされていること。）に保たれている土地と

している（実施要領の運用 第１の３）。

○ 一方、令和６年度の会計実地検査において、耕作又は適切に維持管理されていない土地を交付対象としていた事例が見受けられ、交付金実施

要領違反だと指摘を受けている。

○ ついては、要領や要領の運用等に基づき維持管理農用地を適切に判断し、認定いただくよう徹底いただきたい。

・実施要領（平成 12年４月１日付け 12構改Ｂ第 38号農林水産事務次官依命通知）（抄）

第２ 交付金の基本的考え方 １ 基本的考え方

(2) 交付金の交付は、生産性の向上、付加価値の向上等による農業収益の向上、生活環境の整備等により、生産条件が不利な地域における農業生

産活動等（農用地における耕作、適切な農用地の維持・管理及び水路、農道等の維持・管理をいう。以下同じ。）の自律的かつ継続的な実施が

可能となるまで実施する。

・実施要領の運用（平成 12年４月１日付け 12構改Ｂ第 74号農林水産省構造改善局長通知）（抄）

第１ 農用地等の定義

３ 実施要領第２の１の(2)の「適切な農用地の維持・管理」とは、農用地としての形態及び機能を維持することをいい、調整水田等の維持管理を

行う農用地（以下「維持管理農用地」という。）も含まれるが、これら維持管理農用地においては作物の栽培が可能な状態（具体的には畦畔の

維持、法面管理（草刈り、崩壊防止）がなされるとともに、地力向上のための取組みとして耕起、緑肥作物の栽培、堆肥の散布等がなされてい

ること。）に保たれているものとする。

・維持管理農用地については、執務参考資料（Q&A№48）においても以下の通り記載している。

「維持・管理」とは、農用地を耕作する意思を持ち、かつ地力の維持・向上のための取組を行うことにより作物の作付けが可能な状態に保つ（畦畔

の維持、法面管理（草刈り、崩壊防止）がなされるとともに、地力向上のための取組みとして耕起、緑肥作物の栽培、堆肥の散布等がなされている）

ことを意味する。よって、草刈りのみで維持管理農用地とすることは当然、認められない。
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① 維持管理農用地の定義等（要領や執務参考資料等における記載）

② 適切に維持管理等されていない土地（荒廃農地化）の例（会計実地検査で指摘を受けた農地等の例）



第６期対策の実施にあたっての適切な対象農用地の認定及び実施状況の確認の徹底ついて③－１

○ 中山間直払制度において、地目の「田」とは、たん水するための畦畔及びかんがい機能(自然にかんがいするものを含む。)

を有している土地としている（実施要領の運用 第１の１の（１））。

○ 一方、令和６年度の会計実地検査において、要領等に定める田としての機能（たん水するための畦畔及びかんがい機能）を

有していない土地を「田」としていた事例が見受けられ、交付金実施要領違反だと指摘されている。

○ ついては、要領や要領の運用等に基づき地目を適切に判断し、認定いただくよう徹底いただきたい。

・実施要領の運用（平成 12年４月１日付け 12構改Ｂ第 74号農林水産省構造改善局長通知）（抄）
第１ 農用地等の定義

(1)「田」とは、たん水するための畦畔及びかんがい機能(自然にかんがいするものを含む。以下同じ。)を有し
ている土地とする。

・地目「田」の判断については、執務参考資料（Q&A№38, 42）においても、以下の通り記載している。

田に水稲以外の作物が栽培されている場合でも、田の機能を有しているものは田とする。
注：
① たん水機能を有しているか否かの判定は、畦畔の有無による。ただし、転作作物が作付けされている場合であっ
て、大型機械の進入、排水性の確保等営農上の都合によりやむを得ず畦畔を最小限の範囲に限って除去している田
については、一般的に農家が所有する機械で復旧可能なものに限り、たん水機能を有しているものとみなすことも
可能。

② かんがい機能を有しているかの判定は、用水路の有無、揚水施設（ポンプ等）の有無による。
なお、田に盛土している場合や永年性作物の果樹等を栽培している場合などは、その部分については畑として判断す

る。
また、農用地の中に林地がある場合は、林地部分を対象から外すものとする。

① 地目「田」の定義等（要領や執務参考資料等における記載）
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第６期対策の実施にあたっての適切な対象農用地の認定及び実施状況の確認の徹底ついて③－２

交付金申請地目は「田」としているが現況は「畑」と判断されるもの（畦畔及びかんがい機能なし）

② 不適切な地目の判断例（会計実地検査で指摘を受けた農地等の例）
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・実施要領（平成 12年４月１日付け 12構改Ｂ第 38号農林水産事務次官依命通知）（抄）
第６ 交付金の実施

５ 実施状況の確認
市町村は、集落協定又は個別協定に定められている事項の実施状況について確認する。

・実施要領の運用（平成 12 年４月１日付け 12 構改Ｂ第 74 号農林水産省構造改善局長通知）（抄）

第10 農業生産活動等の実施状況の確認
実施要領第６の５の「実施状況の確認」については、以下により行うものとする。

１ 集落協定に定められた農業生産活動等及び多面的機能を増進する活動の実施状況の確認及び個別協定に定められた農業生
産活動等の実施状況の確認については、別記７のとおりとする。

別記７
２ 確認事務処理
(2) 確認野帳の作成

市町村は、現地確認を円滑に実施するため、集落協定及び個別協定に定められた農業生産活動等の現地確認に必要な事項
について、確認野帳（参考様式第８号及び第９号）を作成する。

(5) 現地確認
現地見回りは、以下のとおり行うものとし、その他の方法により現地確認を行う場合は、必要に応じて以下に準じて行

う。
② 現地での調査及び確認
ア 現地確認は、協定農用地ごとに（2）の確認野帳により所要の事項を確認するとともに、協定に規定された農業生産
活動等の実施状況について、適切に実施されているかを調査及び確認する。
現地確認の実施に当たっては、市町村は、確認野帳の記の１から４までの各項目について、協定農用地ごと（水路・

農道等の管理にあっては施設ごと、多面的機能を増進する活動にあっては活動ごと）に現地確認チェックリスト（参考
様式第11号）によりその現状を確認した上で、確認野帳に必要事項を記入するものとする。 ５

○ 実施状況の確認については、毎年度、書類審査や現地確認、確認野帳の作成等により、協定の取組が適切かどうかを確認
することとしている（実施要領の運用別記７）。

○ 一方、令和６年度の会計実施検査において、現地確認や確認野帳の作成が行われていない事例が見受けられること、さら
に、交付対象農地や地目の判断が不適切（前ページ参照）であった理由として、実施状況の確認が不十分であることなどが
指摘されている。

○ ついては、毎年度、要領や要領の運用等に基づく、現地確認の実施や確認野帳の作成を確実に実施するよう徹底いただき
たい。

第６期対策の実施にあたっての適切な対象農用地の認定及び実施状況の確認の徹底ついて④ー１
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・実施要領の運用（平成 12 年４月１日付け 12 構改Ｂ第 74 号農林水産省構造改善局長通知）



７
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・実施要領の運用（平成 12 年４月１日付け 12 構改Ｂ第 74 号農林水産省構造改善局長通知）




